
事業場からの排水の排出基準は、次の表のとおりです。 (平成29年9月1日現在)

対象者 特定施設を設置

50m³／日以上 50m³／日未満 し て い な い 者

mg/L ０．０３ H26.12.1

mg/L １

mg/L ０．２

mg/L ０．１

mg/L ０．５

mg/L ０．１

mg/L 検出されないこと

mg/L ０．００３

mg/L ０．１ H27.10.21

mg/L ０．１

mg/L ０．２

mg/L ０．０２

mg/L ０．０４

mg/L 1

mg/L ０．４

mg/L ３

mg/L ０．０６

mg/L ０．０２

mg/L ０．０６

mg/L ０．０３

mg/L ０．２

mg/L ０．１

mg/L ０．１

mg/L ２３０＜１０＞

mg/L １５＜８＞

mg/L ０．５ H24.5.25

pg-TEQ/ L １０

mg/L ０．５

mg/L ３　≪１≫

mg/L ２　≪１≫ H18.12.11

mg/L １０　≪３≫

mg/L １

mg/L ２

mg/L ６００

mg/L ６００

ノルマルヘキサン 鉱 油 類 mg/L ５

抽 出 物 質 量 動 植 物 油 脂 類 mg/L ３０

― ５を超え９未満

℃

mg/L

mg/L

※ 《　》内の数値は、東部及び流域処理区内の新設の事業場（昭和46年11月１日以降に設置されたもの

（工事中を含みます。））に適用されます。

※ （　）内の数値は、東部及び相模川流域処理区内の事業場に適用されます。

※ 　　　　　内の数値は、除害施設の設置等に関わる基準、その他は直罰の規制に関わる基準です。

※ ほう素及びその化合物、ふつ素及びその化合物の＜　＞内の数値については、東部処理区内の事業場

等に適用されます。
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１ ， ４ － ジ オ キ サ ン

ニ ッ ケ ル 含 有 量

mg/L

０．０３

１

０．２

０．１

０．５

フ ェ ノ ー ル 類

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量

浮 遊 物 質 量

銅 及 び そ の 化 合 物

水 素 イ オ ン 濃 度

温 度

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物

鉄 及 び そ の 化 合 物 ( 溶 解 性 )

マンガン及びその化合物(溶解性)

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン

１ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

沃 素 消 費 量

チ オ ベ ン カ ル ブ

ベ ン ゼ ン

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物

ふ つ 素 及 び そ の 化 合 物

ダ イ オ キ シ ン 類

ア ン モ ニ ア 性 窒 素 、

そ の 他 の 水 銀 化 合 物

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物

Ｐ Ｃ Ｂ

１ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

亜 硝 酸 性 窒 素 及 び 硝 酸 性 窒 素

単位

特定施設を設置している者

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物

シ ア ン 化 合 物

有 機 燐 化 合 物

鉛 及 び そ の 化 合 物

六 価 ク ロ ム 化 合 物

砒 素 及 び そ の 化 合 物

水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀

水濁法規則

改正施行日

mg/L ３８０ ３８０

０．０６

２３０＜１０＞

０．０６

０．０２


